
 

第二 障害福祉計画の作成に関する事項 
  三 都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 
    ３ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障 
      害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置 
     （一）サービス提供に係る人材の研修 
 
         人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の要請のみならず、サービス提供に直接必要な 
        担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等に係る人材を質量ともに確保することが重要である。 
         法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サー 
        ビス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援の事業者ごとに配置することとしており、これらの者に対する研修を 
        実施することとしている。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従業者の養成等についても、重度訪問介護 
        従業者養成研修等を実施することとしている。 
         都道府県は、それぞれの研修を計画的に実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保又は資質の向上に関 
        する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修 
        計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理を行うことが必要である。 

         また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律 
    第72号）の施行を踏まえ、喀痰吸引等の業務を行うことができる人材の育成に務めることが必要 
    である。 

障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の 
整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抄） 


